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研究成果の概要（和文）：   本研究は、①日韓比較を通じて、②低所得世帯への義務教育レベルにおける教育（費）
支援制度について、③公法学的実証的研究を行なうことにより、制度の憲法上の根拠、将来構想を再検討することを目
的とする。
　本研究では、①日韓教育支援法制の歴史展開を明確にした。②韓国の貧困層児童給食支援制度について、地方自治体
レベルの制度の現状を明らかにした。③就学援助制度の成立過程を明確にすることにより、この制度が生存権と教育を
受ける権利の双方を保障しようとするものであることを明らかにした。具体的には、就学援助制度を構成する４法すべ
ての成立過程を明らかにした。

研究成果の概要（英文）： The aim of this study is to investigate the development of Japan and Korea 
education expenses support system from the viewpoint of comparative public law studies.
 In this study I analyzed (1)the historical development of education expenses support system in Japan and 
Korea,(2)a status quo of meal support system for children that can’t afford meals in Korea,(3)the 
process of development in an aid to families with school children on education expenses law system in 
Japan.

研究分野： 憲法、社会保障法、教育法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 日韓両国は、①激烈な受験戦争に参加しな
いでは学歴が得られない点、②その学歴が将
来の職業選択、キャリア形成に大きな影響を
及ぼす点、③教育費に関する保護者の私費負
担が非常に高いレベルにある点、④いわゆる
「子どもの貧困」が深刻化している点で共通
の状況にある。 
 このような社会状況のみならず、法制度と
いう視座から見ても、①日韓両国憲法は、生
存権及び教育を受ける権利規定を有してい
る点、②上に述べた社会状況改善のため、多
様な教育費支援政策を打ち出してはいるが、
なかなか実効的なものとはなっていない現
状がある点でも共通している。実は、日本に
とって、韓国は、比較法の対象として適切な
国である。ところが、日韓比較どころか、韓
国の制度の概要すらほとんど日本に紹介さ
れていない現状があった。また、日本におい
ては、「子どもの貧困」が深刻化しているに
もかかわらず、教育費支援法制に関する議論
は深まらず、一部自治体やボランティアが学
習支援を行なうといった状況にとどまって
おり、公法学的視点を含めた総合的な支援体
制の構築には至っていない状況にある。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、①日韓比較を通じて、②低所得
世帯への義務教育レベルにおける教育（費）
支援制度について、③公法学的実証的研究を
行なうことにより、制度の憲法上の根拠、将
来構想を再検討することを目的としている。
本研究の成果により、就学援助制度の憲法上
の根拠、制度の将来像を、実証的分析をふま
えた上で検討でき、さらに二国間分析により
幅広い視野から検証できる。また、本研究は
「社会権」「義務教育無償」といった概念の
再検討に資するものであり、教育支援制度の
策定指針への示唆を得ることができるもの
である。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、韓国教育（費）支援法制の概
要をできる限り正確に捉えること、比較法的
見地から分析すること、日本の就学援助制度
の成立過程の精査、その憲法上の根拠、制度
の将来像について再検討すること、以上を研
究上の方法とした。 
 
４．研究成果 
（１）本研究の基本的視座を獲得するための
諸作業 
 ①日韓低所得世帯教育支援法制に関する
先行文献の収集：韓国の教育支援法制につい
ては、その概要がほとんど日本に紹介されて
いない状況があったため、これにとりくんだ。 
 ②韓国の社会状況の把握：おもに、子ども
の貧困の現状把握につとめた。子どもの貧困
率、子どもの現状、制度の実施状況がこれに
あたる。韓国では、相対的貧困率は 6.4%

（2013）、子どもの貧困率 9.4%（2010）であ
り、日本と比較してもそれほど高いものとは
いえない。しかし韓国で子どもの貧困が改善
されたとの認識はない。というのは、韓国の
子どもたちが評価した「生活の質」が OECD
加盟国中最低水準であるとの調査結果が出
たからである。栄養状態などはそれなりの順
位であったが、「不幸度」「児童欠乏指数」が
最低であった。韓国では、この状況を改善す
るため、さまざまな施策が実施されているが、
いまだ苦闘の最中である。 
  
（２）比較法研究 
 以上のような研究状況、社会状況を踏まえ
て、比較法的見地から、次の諸作業に取り組
んだ。 
 ①韓国の教育支援法制の概要と現状：韓国
において低所得世帯教育支援法制の中心と
考えられるのが、貧困層児童給食支援制度で
ある。これは、学校給食支援制度と児童給食
支援制度から成るもので、前者が学期中の昼
食、後者が学期休み中の給食（朝昼夜どれか
一食）を担当している。韓国では、1960 年代
の経済成長以後、食事に窮する児童の存在が
問題とされることはなかった。しかし、1988
年のソウルオリンピックの頃より、「欠食児
童」の存在が問題とされ、このような児童を
どのように支援するかが大きな問題となっ
た。98 年に大統領に就任した金大中は、学校
給食制度の拡充を図り、小中高校まで学校給
食が実施されるに至った。99 年、韓国学校給
食法に、貧困層児童への学校給食費支援規定
が設けられた。同じ頃、保健福祉家族部（日
本の厚労省にあたる）においても、次上位階
層（日本の準要保護層にあたる）への給食支
援を開始している（この制度を欠食児童給食
支援制度と呼ぶ場合があり、本研究ではこの
呼称を採用した）。韓国では二元的な給食支
援制度が採用されている。現在、学校給食の
実施率は小中高校すべてで 90％を超える水
準となっている。 
 ただし、学校給食や欠食児童支援を実施す
るかどうかは、自治体の裁量に委ねられてい
る。そこで、地方自治体レベルでの現状を調
査した結果、大田広域市の欠食児童給食支援
制度の現状把握に成功したため、これを「韓
国大田広域市における欠食児童給食支援制
度」（2014）にまとめ、公表した。 
 ②無償給食制度の概要と現状：2011 年から、
ソウル市において、初等学校 4年までの学校
給食の完全無償が実現した。この状況をたど
った。無償給食導入の動きは急速に広がり、
2015 年には小学校の約 90％で無償給食が実
施されるに至った。急速な進展の理由はいく
つも考えられるところであるが、韓国では、
給食支援が「教育福祉の中心軸」となること
が期待され、多様な主体が多様な支援方法に
よって児童給食支援を行ない、それにより低
所得世帯への教育支援を充実させようとい
う政策策定指針が取られていることにある



ように思われる。 
 とはいえ、2014 年頃から、無償給食に対し
て疑問を呈する見解も現れており、京畿道で
は無償給食の取り止めが真剣に検討されて
いる。これらの動きについては、さらなる調
査を踏まえ、2016 年度以降に公表していきた
い。 
 ③韓国子どもの貧困政策：韓国では、子ど
もの貧困率が高くないが、子どもの「生活の
質」への評価は低い。この現状を省みると、
子どもの貧困を、貧困率からのみ見ることに
は限界があることがわかる。 
 そこで、韓国の最新状況を調べたところ、
韓国保健社会研究院が「多次元的貧困指標」
を用いることを提唱していた。これは、子ど
もの貧困を、住居、教育、食生活、健康/医
療、雇用、勤労能力、金融といった指標から
検討しようとするものである。この指標を用
いることで、子ども本人のみならず、親の状
況も含めた形での貧困分析が可能となると
いうものである。この指標を用いると、貧困
児童は、貧困集団、住居費過負担集団、非貧
困集団に分けることができる。そのうえで、
研究院は、人的資本開発モデル（学習支援、
給食支援などの現物給付）と直接的貧困減退
モデル（国民基礎生活保障制度をはじめとす
る金銭給付）の二つのモデルにもとづいた政
策を紹介する。そのうえで、研究院は、この
両者を連携させた政策構想が必要であると
結論付けた。これら研究院の政策構想につい
ては、「韓国における子どもの貧困政策の法
的検討」（2015）で紹介した。 
 
（３）就学援助制度の成立過程・憲法上の根
拠に関する研究 
 ①就学援助制度の成立過程：これまで就学
援助制度成立過程の研究は、ほとんど手つか
ずの状態であった。筆者はこの間隙を埋める
べく、「就学援助制度の再検討（１）（２・完）」
（2007,2008）、「就学援助制度成立過程の一
断面」（2009）で、それぞれ就学奨励法、学
校給食法の就学援助規定の成立過程を検討
した。その結果、これまで就学援助制度の憲
法上の根拠は憲法 26 条であると考えられて
いたことについて、子どもの食の保障といっ
た論点が成立過程において既に論じられて
いたことなどから、就学援助制度の憲法上の
根拠は憲法 26条と 25条の両方であると主張
した。 
 本研究ではこれをさらに精密にするため、
学校保健法（現学校保健安全法）、日本学校
安全会法（現独立行政法人日本スポーツ振興
センター法）における就学援助規定の成立過
程を検討した。その結果、学校保健法につい
ては、就学援助の対象となるのが学校病であ
ること、成立過程においても検討の問題が中
心に取り扱われていたことなどから、憲法上
の根拠は 25 条と考えるのが妥当であるとし
た。日本学校安全会法の就学援助規定成立過
程については、学校事故からの救済をめざす

学校災害共済給付制度は、子どもの生命・身
体に直接関わるものであることから、憲法 26
条のみを根拠とするだけでは足りず、憲法 25
条をも根拠としなければならないとした。こ
れらの検討は、「学校保健法における就学援
助規定の成立」（2012）、「日本学校安全会法
（現・独立行政法人日本スポーツ振興センタ
ー法）における就学援助規定の成立」（2014）
で公表した。これにより、就学援助制度の憲
法上の根拠は憲法 26条および 25条であると
する筆者の見解が補強されたと考えている。 
 ②就学援助制度の憲法上の根拠に関する
さらなる探求：就学援助制度の憲法上の根拠
を画定することからさらに進んで、憲法 25
条の生存権、社会保障の権利の基礎づけ論に
ついての検討も行った。本研究では、小川政
亮の「社会保障の権利」論の検討を踏まえて、
人間の尊厳理念の再検討、社会保障の権利を
基礎付けるためには、人間の尊厳の根拠とさ
れる憲法 13 条だけでなく、基本的人権を前
国家的権利と位置づけ、国民は無条件に人権
享有主体であることを述べる憲法 11 条をも
視野に入れた基礎づけ論の必要性を述べた。
この検討は「小川政亮『社会保障の権利』論
の課題と展望」（2013）で公表した。 
 
（４）まとめ 
 以上の検討より、①韓国教育支援法制の概
要を日本に紹介すること、②就学援助制度の
成立過程の精査、③就学援助制度の憲法上の
根拠の検討、についてはかなりの程度達成で
きたものと考えている。具体的には、韓国の
二元的な給食支援制度の仕組みの紹介、就学
援助制度は憲法 25条および 26条であること
である。今後は、無償給食論争の展開と分析、
韓国地方自治体の給食支援制度のさらなる
精査、教育支援法制の憲法上の根拠を検討し
た上で、日本の低所得世帯教育支援法制の歴
史的研究全体を完成させ、さらに生存権・社
会保障を受ける権利の基礎づけ論へと進み
たい。 
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